柏市教育委員会ＳＥ常駐業務委託に関するプロポーザル方式審査基準

１　趣旨
この基準は，柏市教育委員会ＳＥ常駐業務委託に関するプロポーザルに対する提案を審査し，最も優秀な提案を行ったと認められる者を選定するために必要な事項を定めるものである。
２　評価方法
　(1) 評価方法
　　　下記の総合評価基準により，総合評価点数を決定する。
　　　・総合評価点数＝提案評価点＋価格評価点
　　　・提案評価点の配点は１８０点，価格評価点の配点は２０点とし，合計の総合評価点数の満点は２００点とする。
(2) 提案評価
提案評価は下記の評価項目ごとに評価を行う。
提出書類及びプレゼンテーションによって選定委員が評価基準に基づき評価したものを評価点とする。
評価項目及び評価基準は以下のとおり。
	
	項　　目
	内　　容
	配点

	１
	業務実績
	過去１０年以内に教育機関又は自治体においてＳＥ常駐に係る業務を請け負った十分な業務の受注実績があるか。
	３０

	２
	事業に対する考え方
　

	ＧＩＧＡスクール構想や校務の情報化におけるＩＣＴ活用の必要性や課題などの基本的な考え方が妥当であるか。教育情報ネットワークシステムに関する研究や検討を行っているか。また，方針に沿った具体的な業務の内容が示されているか。
	３０

	３
	事業遂行体制
	経営状況が良好であり，業務の遂行支援体制が妥当であるか。また，本事業へ意欲的に取り組む姿勢があるか。

	２０

	４
	作業従事者の配置
	官公庁又は民間企業において，ＳＥ等として５年以上の従事経験がある者または，基本情報技術者以上の資格を有する者を配置できる事業者であるか。また，配置される作業従事者について，実績等は十分か。
	５０

	５
	労働条件
	事業実施のための被雇用者の労働条件（時給単価，各種保険の加入，勤務日数及び時間）等が適切であるか。　　
	１０

	６
	法令遵守
	守秘義務等の規定が整備されているか。
また，研修等が実施されているか。
	１０

	７
	情報セキュリティ
	情報セキュリティに関する十分な知見を有しているか。
	２０

	８
	独自提案
	仕様書に記載した内容の他に独自提案があるか。
	１０



(3) 価格評価
　見積書の提案金額から点数を算出する。
　提案上限額（１１２，４７１，９２０円）を超えた場合は失格となる。
　提案価格が提案上限額より低いほど加点されるが，提案上限額の８割を価格評価対象下限額とし，それを下回っても点数は配点以上に増えないものとする。
算出方法は以下のとおり。
・価格評価点＝配点（２０点）×（ａ‐ｘ）÷（ａ‐ｂ）
　（小数点以下四捨五入）
※ａ＝提案上限額
※ｂ＝提案上限額×０．８（価格評価対象下限額）
※ｘ＝提案価格（税込み）。ただしｘはｂを下回らない。ｘ＜ｂの場合
ｘにはｂが入る。
　価格評価計算例
	提案価格例
	評価点数(２０点満点)

	１１２，４７２千円超（予算超）
	失格

	１０９，０００千円
	３

	１０６，０００千円
	６

	１０２，０００千円
	９

	９９，０００千円
	１２

	９６，０００千円
	１５

	９２，０００千円
	１８

	８９，９７８千円未満
	２０



　(4) 最高合計点数の提案者が複数いた場合の選定方法
　　　提案評価の得点が高い事業者を上位提案者とする。提案評価の得点も同点の場合は委員長の評価が高い方を上位提案者とする。
